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＊総務省

・児童虐待の防止等に関する政策評価＜評価の結果及び勧告＞（1月20日）
児童虐待の防止等に関する政策について、総体としてどの程度効果を上げているかなどの総合的な観点から、政策評価を初めて実施し、
1　児童虐待の発生予防に係る取組の推進
2　児童虐待の早期発見に係る取組の推進
3　児童虐待の早期対応から保護・支援に係る取組の推進
4　関係機関の連携強化（要保護児童対策地域協議会の活性化）
について、文部科学省、厚生労働省等の関係府省に対し勧告を実施した。
http://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/53256.html
＊厚生労働省
・平成23年(2011)人口動態統計の年間推計（1月1日）
http://www.mhlw.go.jp/toukei/saikin/hw/jinkou/suikei11/index.html
・「民法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令」及び「民法等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備に関する省令」の施行について（平成23年12月28日雇児発1228第4号）（1月10日）
http://www.mhlw.go.jp/bunya/kodomo/pdf/dv120106-1.pdf
・社会的養護に関する法令・通知等一覧(平成24年１月1日現在)（1月19日）
http://www.mhlw.go.jp/bunya/kodomo/syaiteki_yougo_tuuchi.html
＊内閣府・男女共同参画局
・政策・方針決定過程への女性の参画状況及び地方公共団体における男女共同参画に関する取組の推進状況について（1月）
　平成23 年度調査結果のポイント
● 全体として政策・方針決定過程への女性の参画の拡大は、改善傾向ではあるが、増加
幅は小さい。
１ 女性の政策・方針決定参画状況調べ
・国会議員に占める女性の割合は、平成23 年12 月現在、衆議院10.9％（前回は10.9％）、
参議院18.6％（前回は18.2％）。
・国家公務員の管理職に占める女性の割合は、平成22 年1 月現在、2.4％（前回は2.2％）。
・民間企業の管理職の割合（課長相当職）は平成22 年において7.0％（前回は7.2％）。
・司法分野における女性割合は、平成23 年現在、検察官14.1％（前回は13.6％）。裁判官
17.0％（前回は16.5％）。弁護士16.9％(前回は16.3％）。
・医師、歯科医師における女性割合は、平成22 年で医師18.9％（前回は18.1％）、歯科医
師20.8％（前回は19.9％）。
・研究者に占める女性の割合は、平成23 年で13.8％（前回は13.6％）。
２ 国の審議会等における女性委員の参画状況調べ
・国の審議会等における女性委員の割合は平成23 年では33.2%（前回は33.8％）。女性の
専門委員等の割合は18.4％（前回は17.3％）。
・国の審議会等のうち、女性委員を含まない審議会は、証券取引等監視委員会、政治資金
適正化委員会及び検察官適格審査会（前回同）。
３ 地方公共団体における男女共同参画社会の形成又は女性に関する施策の推進状況
・市区町村の男女共同参画に関する計画の策定率は65.9％（市区は94.7％、町村は40.9％）
（前回63.3％（市区は94.7％、町村は36.6％））。
４ 都道府県防災会議に占める女性委員の割合
・都道府県防災会議に占める女性委員の割合は3.6％。
・女性委員のいない都道府県防災会議は12。
http://www.gender.go.jp/research/ratio/singi240118_houdou.pdf
＊文部科学省

・平成23年度公立小・中学校における教育課程の編成・実施状況調査の結果について（1月31日）
http://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/new-cs/1315677.htm
＊愛育ネット

・ブックガイド家族と暮らせない子どもたち　児童福祉施設からの再出発
更新日：2012年1月19日

· 執筆者: 松原康雄（明治学院大学社会学部教授） 
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　本書は、虐待を受けて児童養護施設で暮らす子どもたちの生活そのものに密着した研究書である。第一・第二章と、第三章の二人の著者は、それぞれ、長い間施設で子どもたちの養育に実際に関わっており、子どもたちの生活の様子がよく伝わってくる。第四章の著者であり全体の編著者は、哲学的な視点から子どもたちの生活の意味を捉えている。児童虐待は深刻な社会問題であり、子どもの人権を守るために、断固許されるものではない。しかし、発生した虐待には適切な対応が必要である。親子分離という施設での子どもの社会的養育もそのひとつである。

　親子分離を経験し、施設で生活を営んでいく子どもには、より質の高い社会的養育が提供される必要があるが、現実は厳しい。第一章と第二章では、われわれはこの厳しい現実を知ることになる。学校の連絡網を嫌がる子どもの気持ちもその一例である。施設がマイナス（子どもにとって自分の場所ではない空間）からのスタートであり、だからこそ、それをプラス（子どもの居場所となる空間）に変えていく施設職員の毎日のケアも理解することになる。第三章では、一人の少女の成長の姿が描かれている。彼女は、母親から虐待を受けており、母親から離れた今も、周りの友だちやおとなに嘘をついたり話をはぐらかしたりする。このような少女に、施設の職員は、時に厳しく言葉をかける。嘘をついても意味はないのだ、そんなことをしなくても素直にあるがままでいいのだ、あるがままのあなたを私たちは受け入れているし、あなたがいて嬉しいのだというメッセージが込められているように感じられた。虐待を受け傷ついている子どもに対して、表面的な優しさやケアをすることが大事ではないことが、本章ではよくわかる。

　第四章では、施設で暮らす子どもたちの辛さがどのようなものなのかを、哲学的にまとめている。第一章から第三章までの内容が、哲学的にどのような意味があったのかを振り返ることができる。

　本書は、家族と暮らすことのできない子どもと、その子どもたちを支える施設養育についての論述することによって、自分の家とは何か、世間の目を気にしながら成長するとは何か、自分の環境を受け入れて生きていくとは何か、一人の人間として自立していくとは何か、という人間に普遍のテーマをも追求している。その意味で、児童福祉関係者だけでなく、教育関係者や、子育てに関わるすべての人に読んでほしい本である。

http://www.aiikunet.jp/document/bookguide/14679.html
· 朝日新聞

・児童養護施設に第三者評価を義務づけへ　厚労省が指針（1月12日）
　厚生労働省は、虐待を受けた子どもが入所する児童養護施設などに対し、新年度から少なくとも３年に１回、第三者の評価を受けるよう義務づける。第三者評価は今は任意のため普及しておらず、統一の運営指針もない。施設によってばらつきがある質を底上げするため、厚労省は運営や評価の指針を定め、３月にも都道府県に通知する方針だ。 

　義務づけの対象になるのは児童養護施設のほか、親が病気などの１歳未満児らが入所する乳児院▽虐待などを受け、生活指導が必要な子どもらが入る児童自立支援施設▽ＤＶ被害などを受けた母子向けの母子生活支援施設▽軽度の情緒障害がある子どもが治療を受ける情緒障害児短期治療施設。全国に計約１１００カ所あり、約４万２千人の子どもが入所する。多くが社会福祉法人や自治体の運営だ。 

　各施設に対する評価は、ＮＰＯ法人や社会福祉法人などが担う。研修を受けた職員が施設を訪れ、ケアや食事など約１００項目を３段階で評価する想定だ。結果は都道府県のウェブサイトなどでの公表を義務づける。今年秋ごろから実際の評価が始まる見通しだ。
http://www.asahi.com/national/update/0112/TKY201201110763.html
・施設・里親から虐待１０３人　１０年度、厚労省集計（1月16日）
　親の虐待や死別などの事情で親元を離れて施設などで暮らす子どもが職員らに虐待された事例が、２０１０年度に３９件あり、被害者は１０３人にのぼった。厚生労働省が１６日に全国の集計結果を発表した。ただ、虐待は当事者が訴え出ないと発覚しにくく、実際はもっと多い可能性がある。 

　被害者は小学生が４６人、中学生が２５人、小学校就学前が２０人で、高校生の被害もあった。発生場所は児童養護施設（２７件）が最多で、里親など（８件）も目立った。主な虐待の内容は身体的虐待（２３件）、性的虐待（９件）、心理的虐待（４件）、ネグレクト（３件）の順に多かった。

http://www.asahi.com/national/update/0116/TKY201201160442.html
・児童虐待への対応不十分＝厚労、文科両省に改善勧告―総務省（1月20日）
総務省は２０日、国や地方自治体による児童虐待の早期発見や予防策が不十分だとして、厚生労働、文部科学両省に対して改善を勧告した。児童の様子から「虐待を受けているかもしれない」と認識していた保育士らが児童相談所への通報をためらったケースなどが判明。虐待の確証がなくても速やかに通報するよう徹底を求める。 
　児童虐待防止法は、保育所や学校に虐待の早期発見と児童相談所への通報を努力義務として課している。しかし、２００７～０９年度の３年間で、保育士や教員が虐待を疑いながら通報していなかった事例が判明したのは、過去に相談所への通報経験があるとして調査対象とした保育所１７カ所のうち５カ所、小中学校４２校のうち６校に上った。

http://www.asahi.com/politics/jiji/JJT201201200044.html
・親子の所在把握、外相に権限＝ハーグ条約加盟へ論点整理―外務省（1月20日）

外務省は１９日、国際結婚の破綻に伴う子の親権争いの解決ルールを定めたハーグ条約の加盟に向け、条約に関する行政事務を統括する「中央当局」として、同省の役割や外相の権限に関する論点整理をまとめた。それによると、日本人の親が子を日本に連れ帰り、外国人の親が子の返還を請求した場合、日本人の親と子の所在を把握できる権限を外相に与えることにした。 
　政府は外務省の論点整理と、法相の諮問機関の法制審議会が２月に行う答申を基に、条約加盟に関する国内法案を作成し、通常国会に提出する。

http://www.asahi.com/politics/jiji/JJT201201190160.html
・ハーグ条約加盟へ準備　法制審、国内裁判手続き案固める（1月24日）

　国際結婚が破局するなどした後に一方の親が子を無断で国外に連れ出した場合、元の居住国に戻すことを定めた「ハーグ条約」の加盟に向け、例外的に子どもを戻さなくてよいケースや、それを判断する裁判手続きなどの案が２３日、固まった。手続きを定める法案が成立すれば、条約の承認・加盟に必要な国内の態勢が整うことになる。 
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　政府は欧米諸国から条約加盟を強く求められており、今国会での承認を目指す。ただ、与野党内に慎重な意見があるうえ、税と社会保障の一体改革や議員定数削減などが優先課題のため、法案成立の見通しは不透明だ。 

　法相の諮問機関「法制審議会」の部会が２３日、国内で整備が必要となる裁判手続きの要綱案をまとめた。 

　条約は「子が心身に害を受ける重大な危険がある場合」に子を戻さなくてもよいと規定している。要綱案はこの判断にあたり、「戻された国で子が暴力を受けるおそれや、親が世話をするのが難しい事情」を総合考慮するとした。 

http://www.asahi.com/national/update/0123/TKY201201230585.html
・救われる子、不信募らせる親……増える児童相談所の介入（1月31日）
　子どもへの虐待防止に児童相談所が親子の間に立つ場面が増えている。早期の介入で救われる親子がいる半面、親と行政側の意見が食い違い、激しく対立することも。関係がこじれた親子を、社会はどう支えていくべきなのだろうか。

■６年間保護「互いに成長」　今は同居の娘

　「母が好きとか嫌いとかいうより、自分にはそこしか居場所がなかったんです」。熊本県内に住む女性（２１）は中学１年の夏、一日中ベランダに追い出されていたところを中学校の担任に発見され、児童相談所に保護された。小学生の頃から母は怒るたびに手をあげ、あざができることもしばしば。母娘２人きりで育ってきた女性にとって、それが虐待とは思わなかったが、「あのままいったら、いつか爆発したかもしれない」と振り返る。

　その後６年間、母と距離を置くことで２人の関係は変化した。女性は児童養護施設から中学、高校に通い、母とは夏休みや正月に祖母を介して３人で会った。「母は一人で生活することで、落ち着きを取り戻しているようだった」と女性。高校卒業後に就職し、自ら母の元に戻った。

　女性は最近になって、かつての母を思い出す。父と別れ、親戚とも疎遠になり、夜中に酒を片手に泣いていた母。一歩踏み出せば、相談に乗ってくれる周りの存在に母は気づいていなかったのだと女性は言う。小さい頃は見えなかった母の弱さが、今はわかるようになった。「離れていた年月で、私も母も成長できたんです」

　県養護協議会の上村宏渕会長は「どんなに暴力を振るわれても、子どもも親も虐待だと気づかないケースがある」と指摘する。子は親にしがみつき、親は子を愛しながらも感情をコントロールできずに虐待がエスカレートする――。「そうなる前に社会が介入し、また家庭に帰れるよう関係を改善することが大切なんです」と話す。

■児童相談所の対応に「不信」　１年会えぬ母

　熊本市に住む４０代の女性は、１年前に市児童相談所に小学生の子どもを保護されて以来会えていない。児相側は「顔にあざがあり、虐待の危険性があると判断した」というが、女性は「つねったのは１回で、そのことも学校に相談していた。子どもは上級生からのいじめを受けているなど事情があったのに、児相はこちらの話を聞かずに連れ去った」と訴える。

　家庭裁判所は昨年８月、児相側の申し立てを受けた家事審判で「（母親が）身体的虐待を行っていたと認めることはできない」と女性の主張を認めた。一方で、子どもには発達障害があり専門的な援助が必要とし、施設に入所させるとした児相の判断も支持。女性は「児相は信じられない」と即時抗告した。

　こうした親側の反発に対し、児相の担当者は「子どもの命を守るには思い切って保護するしかない。十分配慮しているし、再び親子で暮らせるように母親とコンタクトを取ろうとしている」。

　厚生労働省によると、虐待を受けているとして、子どもを親の同意なく児童福祉施設に入れるため、児童相談所が家裁に審判を申し立てるケースは、全国で年間２００件前後あるという。

　西南学院大学の安部計彦教授（児童福祉学）は「介入が遅れれば子どもの命に関わる場合があり、児相と保護者の対立は避けられない面がある」としつつ、「親への支援がしっかりしていれば、トラブルは起こりにくい」とも指摘。「児童福祉の最終的な目標は、子どもが安全に家庭で過ごせること。事態を判断する児相職員の専門性をより高めるとともに、中立的な立場から家庭をサポートする第三者的存在が求められる」と話す。（塩入彩）

＜児童相談所＞　都道府県や政令指定都市などが設置。県内には県中央、八代、熊本市の３所ある。虐待の通報があると、原則４８時間以内に子どもの安否を確認し、必要に応じて家庭への立ち入り調査や子どもの一時保護も認められている。全国の相談件数は急増しており、２０１０年度は初めて５万件を突破。県内でも前年度から２倍近く増えて６６３件となった。

http://www.asahi.com/edu/news/TKY201201300155.html
· 毎日新聞
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・いろはのい：里親委託推進　家庭的環境、施設より重視（1月11日）
　親元で育てられない子どもを社会が育てる－－。そんな理念に基づく「社会的養護」の重要性が高まっています。とりわけ児童虐待の急増に伴い、保護が必要な子を自分の家庭に引き取って育てる「里親制度」が注目されています。厚生労働省は１１年４月、乳児院や児童養護施設よりも里親を重視した「里親委託優先の原則」を掲げ、現在１割の里親委託率を十数年後に３～４割へ高める方針を打ち出しました。ただし、依然社会の理解や担い手の育成など、多くの課題が残っています。【石川隆宣】

　親による虐待や両親の病気、死亡、経済的事情など、さまざまな理由で親と暮らすことができない子どもを家庭で預かり、養育するのが里親制度。家族で受け入れるもののほかに、３人以上の大人で５～６人の子どもを預かる「ファミリーホーム」があります。

　◇現在は対象の１割

　里親希望者は、児童相談所の調査や研修を経て都道府県知事の認定を受け、登録されます。登録者は０９年度末で７１８０人。このうち委託されて子どもを育てている里親は２８３７人です。
　里親は担い手によって四つに分類されています。最も一般的なのが「養育里親」です。特別に研修を受けた人は「専門里親」となり、虐待で深く心が傷ついている子どもや障害を持つ子どもを預かります。これらの里親には生活費（児童１人当たり月４万７６８０円、乳児は５万４９８０円）と里親手当（養育は月７万２０００円、専門は１２万３０００円、人数加算あり）が支給されます。
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　一方、将来の養子縁組を前提とする場合は「養子縁組希望里親」として区別され、生活費のみで里親手当はありません。また、３親等以内の曽祖父母やおじ・おばなど「親族里親」も里親手当は受けられません。ただし、東日本大震災をきっかけに１１年９月から、扶養義務のないおじ・おばは里親手当のある「養育里親」にもなれるよう制度が改められました。

　保護を要する子どもの預け先は施設が８９％、里親やファミリーホームは１１％です。子どもは家庭的な雰囲気で育てる方が望ましいとされ、多くの国で里親の割合の方が高くなっています。このため、厚労省は１１年４月、なるべく里親制度を活用するよう各都道府県に要請。十数年かけ、里親の元で育てられる子どもの割合を３～４割に高めていく狙いがあります。

　◇虐待増え政策転換

　背景には児童虐待の急増があります。相談件数は９９年度の１万１６３１件から、１０年度には５万５１５２件と５倍に増えました。虐待を受けた子どもたちは他人との関係をうまく築けず、集団への適応も苦手な傾向があります。施設より里親の方がふさわしいとされているのです。

　ただ、里親に預けられる率は自治体によって差があります。０９年度末時点の全国の里親委託率は１０・８％ですが、最大の新潟県（３２・５％）と最小の愛媛県（４・６％）では７倍もの開きがあります。要保護児童が最も多い東京都は９・２％、２番目の大阪府は５・６％です。施設数や自治体の取り組みの温度差が委託率の差となっているようです。

　一方で、里親委託を巡る課題もあります。１１年８月には、東京都杉並区の３歳の女児が里母の暴行で死亡した事件が発覚しました。このようなケースを、里親に認定する段階でどう防ぐかは難しい課題です。里親との関係がうまくいかず、施設に戻るような場合、子どもの心の傷は一層深まります。また、実の親が「里親に子どもを取られる」と誤解して、児童養護施設や乳児院に預けることを選ぶ傾向もあります。里親についての理解が広がり、支える仕組み作りが急務となっています。

http://mainichi.jp/life/health/news/20120111ddm013100147000c.html
・東日本大震災：３県「震災遺児」２４０人　６割の保護者が里親登録（1月17日）
　東日本大震災で両親とも亡くなったり行方不明になっている１８歳未満の「震災遺児」は、岩手、宮城、福島の被災３県で計２４０人でほぼ確定したことが、３県への取材で分かった。うち約６割の遺児の保護者が、国や県から経済的な支援を受けられる親族・養育里親に登録しており、里親制度が浸透しつつある状況も浮かんだ。

　被災３県に両親を失った１８歳未満（震災当時）の子供の数を聞いたところ、宮城県が最多の１２６人。特に津波被害が甚大だった石巻市は４９人で、名取市２１人▽気仙沼市１７人▽女川町１０人と続いた。岩手県は９３人で、陸前高田市３５人▽釜石市２３人▽大槌町１７人と３市町に集中。福島県は２１人で、相馬市６人▽いわき市５人など。

　３県とも数カ月にわたって人数に変動がないことから「ほぼ確定した人数」とみて、寄付金の配分など支援制度を検討している。

　一方、２４０人の遺児のうち、３親等以内の親族が経済的な支援を受けられる「親族里親制度」は宮城５１人▽岩手４７人▽福島１５人の保護者が登録。一般の里親が対象の「養育里親制度」は宮城２８人▽岩手１０人▽福島３人。両制度を利用する保護者は全体の６割となった。【宇多川はるか】

http://mainichi.jp/life/edu/child/news/20120117ddm012040133000c.html
・里親：初の指針案　児相が定期訪問へ－－厚労省提示（1月17日）
　厚生労働省は１６日、里親向けに養育の理念や心構えを示し、地域との連携や里親支援の重要性にも触れた「里親等養育指針案」を社会保障審議会の専門家会合で示した。里親向けの初のガイドラインで、１２年度から全国の里親に読んでもらう。児童相談所の職員らによる里親訪問の定期化なども進め、里親支援の充実を図る。

　指針案では里親家庭での養育の在り方を提示。「一定一律の当番や日課、規則、行事、献立表は家庭になじまない」として生活の柔軟性やコミュニケーションの重要性を示した。里親には独自の子育て観を優先せず、助言に耳を傾ける謙虚さが必要とした。閉鎖的で孤立的な養育になるリスクにも触れ、外からの支援を受け入れる「風通しのよさ」を作ることも求めた。

　厚労省は、里親やファミリーホーム（里親家庭の拡大版）への委託を優先し、委託率を現行の１割から将来的に３割以上に引き上げる方針。児童養護施設や乳児院、児童自立支援施設など施設のレベルアップも図る。３月までに施設ごとの運営指針を策定し、１２年度からは指針を基に、３年に１回以上、第三者評価を受けることを義務付ける。【石川隆宣】

http://mainichi.jp/life/edu/news/20120117ddm012040134000c.html
・児童虐待：名古屋市、「介入班」設置へ　重大事案に迅速対応（1月19日）
　児童虐待の対応を強化するため、名古屋市は来年度、子どもの一時保護などを専門的に担当する「緊急介入班」を児童相談所内に新設する方針を決めた。これまでは初期の対応から緊急介入まで同じチームが担当していたが、子どもの命に関わる深刻なケースに迅速に対応するため体制を見直す。１８日、市議会教育子ども委員会に説明した。

　市子ども青少年局によると、緊急介入班は市内２カ所の児童相談所に１班ずつ設ける。▽課長級職員▽係長級職員▽児童福祉司－－の３人で構成するため来年度、職員を６人増やす方針だ。６人は臨床心理士や愛知県警から児童相談所に派遣されている警察官（主査）と連携して活動する。

　今回の見直しでは、診療業務も行う市児童福祉センター長が中央児童相談所長を兼務している現状も改め、それぞれ専任の職員を充てることにした。

　名古屋市では１１年１０月、中学２年の男子生徒（当時１４歳）が母親の交際相手から暴行を受けて死亡する虐待事件が発生した。事件を受け、市は児童相談所の組織拡充などの検討を進めている。【福島祥】

http://mainichi.jp/chubu/newsarchive/news/20120119ddq041040009000c.html
・心でつながる親子　シリーズ

１　育てる喜び、「縁」に感謝（1月25日）
　◇不妊治療に見切り　ＮＰＯ介し、特別養子縁組

　「かもめーのすいへいさん」。姉妹の歌声がリビングに響く。

　東京都府中市のマンション。室内用の滑り台の上に、長女（４）と次女（２）がちょこんと座り、音が鳴る絵本を開いている。冷蔵庫にはったカードには「おとうさん　おたんじょうびおめでとう」のたどたどしい文字。松崎武志さん（３８）は「子どもができないことはないだろうと不妊治療を続けてきた。血はつながっていないけど、結果として子どもとの暮らしがある。幸せです」。温かい視線の先で、妻晶子さん（４３）がほほ笑む。

　結婚したのは０４年。翌年、晶子さんは妊娠したが間もなく命は消えた。体外受精や顕微授精を１０回以上行った。３９歳になったとき「もう無理かも」と思い次の方法を探した。「妊娠したとき夫は涙を流して喜んだ。だから絶対に子どもがほしかった」。インターネットで、ＮＰＯ法人「環（わ）の会」（東京都新宿区）を知る。
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　環の会は、予期しなかった妊娠で悩む人、または経済的事情などで出産、育児が難しい親の相談にのり、生まれてきた子が幸せな環境で育つよう支援する。子どもを育てることが難しい場合、生みの親が希望すれば、特別養子縁組を前提として育て親を紹介する。

　０８年２月、環の会の説明会に出た松崎さん夫婦は度肝を抜かれた。養子縁組をした先輩親子が「あまりに普通で明るかった」からだ。子どもが騒ぎ「うるさい」と親が叱っている。それぞれの親子の顔がなぜか似て見えた。「こんな世界があるんだ、と衝撃だった。知らずに感じていた不妊治療のプレッシャーから解放された」。武志さんは振り返る。

　説明会から数カ月後の夜、「親を必要としている子がいます。あさって迎えに行ってください」と環の会から電話があった。

　その子は元産科医の家に預けられていた。生後１０カ月の目のぱっちりした女児。松崎さん夫婦は「子育て研修」として３日間、同じ部屋で３人で過ごした。女児は晶子さんを見ては布団につっぷして泣き、ミルクも飲まない。「ほんとに私でいいのかしら。嫌がっているのに」と戸惑った。しかし家を出た瞬間にぴたっと泣きやみ、夜は自宅ですやすや眠った。「心の中でけじめがついたんだと思います」

　約１年後、２人目の女児を迎え、家族４人の暮らしになった。休みには車で日帰り旅行を楽しむ。姉妹はフルーツ狩りが大好きだ。

　「お父さん、パンツってどっちが前？」。お昼寝から起きてズボンをはこうとした次女が、つぶやいた。長女が近寄って教えている。「２人が姉妹になったのはすごい縁。ずっと仲良くしてほしい」。夫婦の願いだ。

　　　◇　　◇　　◇

　神奈川県大和市の加藤恵さん（４３）は、生後３カ月で、環の会から長男太一君（７）を迎えた。今は小学１年生。電車が大好きで、絵を描いては「４０００形だよ」と得意顔だ。休日には夫大輔さん（３４）と３人で、電車や仮面ライダーのイベントに参加する。「夫婦２人では見えなかった世界がある」と思っている。

　３３歳で結婚。早く子どもがほしくて、産婦人科を訪ねた。しかし授からず原因もわからない。２回目の体外受精の結果が陰性だったときから、ネットで養子について調べはじめた。「夫婦だけで仲良く生きていく道もある。でも親子連れを見たとき一生、うらやましいと思うのかな……と」

　卵子提供を受ける選択肢は自分たちにはなく、気持ちは養子に傾いた。４０歳までに子どもを迎えたい。恵さんは自分で区切りをつけ、５回目の体外受精の結果が陰性だった３７歳のとき、すっきりした気持ちで環の会に問い合わせた。

　太一君と出会ったのは乳児院。桜の季節だった。青い服を着て、目がくりくりしてぷくっとした太一君を見た瞬間、ぶわっと涙があふれた。「うれしいとかかわいいとかの前に、ああこの子なんだって」。ベビーカーを押す自分の姿が街中のガラスに映ると、こそばゆかった。

　いま加藤さん夫婦も説明会に経験者として参加し、育て親希望者の相談にのる。子どもの幸せを最優先させるため、環の会は、夫婦のどちらかは専業主婦（主夫）、年齢は共に３９歳以下との条件を定めている。子どもを迎えるには、説明会、面談、研修に夫婦で参加することが前提だ。

　「一人の子どもを託されて育てる覚悟は、とても重たい。不妊治療をあきらめるのではなく、きっちり終え、納得してから来てほしい」。恵さんは言う。

　何気ない日常に、しみじみとする瞬間がある。「算数ができなくて」とママ友だちとおしゃべりする時。クリスマスケーキを前に家族で撮った写真を眺める時。「３人でよかった」と恵さんは思う。「こんな時が過ごせるのも太一のおかげ。育てさせてもらってありがたい」

　　　◇　　◇　　◇

　子どもを育てたい大人と、親を必要とする子ども。両者が出会い、養子縁組をしたり、里親家庭を築いたりして共に人生を歩んでいる。育て親に託した子を思い続け、実子と交流を続ける生みの親もいる。血縁や家庭の枠を超え、深い絆で結ばれた親子を追った。【榊真理子】＝つづく

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

　◇特別養子縁組

　子どもの福祉を重視した制度として、民法の一部改正に盛り込まれ、８８年施行。普通養子は戸籍に「養子・養女」と載るが、「長男・長女」など実子と同様の記載となる。申立時に子どもが６歳未満▽家庭裁判所の審判により成立▽６カ月以上の試験養育期間が必要▽養親からの離縁はできない－－など、厳しい条件がある。

　成立件数は８９年が１２２３件と最多で、近年は年３００件前後。中央大の鈴木博人教授（家族法）は「当初は制度成立を待って申請した人も多かった。申請には実親の同意が必要だ。いずれ引き取りを希望する親が多いため、養子として託せる子は増えていない」と話す。

http://mainichi.jp/life/edu/news/20120125ddm013100136000c.html
・２　「母親２人」伝え続ける（1月26日）
　◇子の人格形成へ効果　手紙で交流、成長見守る

　「千尋ちゃん、お元気ですか？」。神奈川県の４０代の千尋さん＝仮名＝に昨春、関西地方に住む中学生の娘から手紙が届いた。誕生日に黄色いポーチを贈ったお礼だった。かわいい文字で部活動のことがぎっしりつづられている。「揺れましたか」と東日本大震災の心配もしてくれた。「赤ちゃんのとき離れた娘と、こうして手紙がやり取りできるなんて夢みたい」と思う。

　年２回、誕生日とクリスマスにプレゼントを贈り、その後にお礼の手紙が届く。同封された写真で、大きくなっていくのがわかる。笑顔を見るたび「大事にしてもらってよかった」と思う。一方、知らない時間が流れていくさみしさも感じる。

　千尋さんは３４歳のとき娘を身ごもった。相手の男性は同じ会社の既婚者。「妻とは離婚する。子どもができたら一緒になろう」と言われていた。千尋さんは仕事を辞め、新生活を思い描いた。ところが妊娠６カ月になったころ、男性は部屋に来なくなり「結婚できない」と言われた。

　仕事も失い、母子２人で生活するあてがない。児童相談所に行くと、予期しなかった妊娠に悩む親の相談に乗り、養子縁組もサポートするＮＰＯ法人「環（わ）の会」（東京都新宿区）を紹介された。電話をかけると、ソーシャルワーカーの横田和子さん（故人）が最寄り駅に来て、「おめでとう」と赤い一輪の花をくれた。「育てられない罪悪感でいっぱいのとき、ほっとしました」

　７階のマンションの自室から出勤風景を見ると、自分だけ世界が変わってしまったようでつらかった。時には夜中に泣きながら、何度も横田さんに電話した。「はいはーい、どうした？　何が悲しいの」。落ち着いた声に励まされた。養子として育ての親に託すのは子どもを見捨てるイメージがあったが「そんなことないよ」と言われた。

　環の会は、生みの親に、福祉施設を利用したりしながらシングルマザーで生きる道があることも伝える。しかし千尋さんは出産後、会に託すことを決めた。娘に、両親のそろった安定した家庭で育ってほしいと思ったからだ。育ての親が生みの親のことを伝え続ける「テリング」を環の会は重視しており、自分で名前を付けたうえ、連絡がとれるのはうれしかった。

　産科医をしていた人の家で、しばらく娘を育ててもらった。つらくなると思い授乳はしなかったが、胸が張った。ぺたんこになったおなかも寂しかった。

　会から育ての親が決まったと連絡を受けたのは１カ月後。明るい関西弁の夫婦で、昔からの知り合いのように感じた。妊娠中、クリーム色の毛糸のパンツとスカートを編んだ。娘を育ての親に託すときに渡すと、着せて写真を送ってくれた。娘はこの夫婦に特別養子として迎えられた。

　千尋さんはその後、縁のあった男性と結婚し、２人の子に恵まれた。夫は、養子となった娘の存在も受け入れてくれている。一度だけ、娘と会ったことがある。一家で５年前に関西を訪れた時、二つの家族で水族館に行ったのだ。

　「こんにちは」と呼びかけると、娘は育ての母の後ろにぴたっと隠れた。会話は少なかったが娘はずっと、千尋さんの子どもの手を引いてくれた。千尋さんは言う。「頑張って産んでよかった。あの子がいるから元気でいられる」

　娘は幸せに育っている。それでも、別の選択をしていたら……と時々思う。いつか娘が手紙に、「どうして私を育てられなかったの」と書いてくるのではないか。そのときは、思い悩んだことを伝えたい、と考えている。

　　◇　　◇

　東京都杉並区の友浦美峰子さん（４９）は優一さん（１６）、智香（ともか）さん（１４）、ひかりさん（９）の３人を環の会から授かり、特別養子縁組の手続きをした。どうやってテリングしようかと考え年３回、生みの母の誕生日にケーキを食べて祝うことにした。お風呂では「こんなにかわいい手に産んでもらってよかったね」と話し、歯磨きのときも「この歯はお母さんがくれた歯。きれいにしなきゃね」と語りかけた。

　ひかりさんの生みの母は、バレエの発表会に来てくれたこともあり、誕生日やクリスマスにはプレゼントを贈ってくれる。４年前、生みの母と友浦さんとひかりさんの３人で、東京都庁の展望台を訪れた。友浦さんは、笑顔でピースする２人のツーショットを撮影した。ひかりさんは少し照れくさそうに、幼稚園のできごとを話していた。

　「仲が良くてほほ笑ましいです」と友浦さん。複雑な感情はないという。「産んでくれたのは彼女だけど、生まれてからの親子の時間が長いから」

　「ほしくて来てもらったんだよ」。そう言い聞かせて育てた長男の優一さんはいま、思春期。注意すると「産んでもないのに偉そうなこと言うな」と言う。「私も母親に似たようなこと言ったなあ」。友浦さんはそう受け止め、「あなたの保護者だから、言うことはいいますよ」と返す。

　「思春期には社会からいろいろな情報も入る。この時期のテリングは『自分を大切に生きてね』と見守ることだと思っています」

　長女の智香さんは、母親が２人いることは、「何億回も聞いた」という。バスケットボールの部活と勉強で忙しく、日ごろは考えることもないが、１歳の時に２回会った生みの母にもう一度、会いたいと思っている。

　昨年、智香さんはお母さんが自分を産んだ年と同じ１４歳になった。「休みに友達と遊んだり、部活をしたり。今自分ができてることが、お母さんはできなかったんだ」。自分が生まれた重みを改めて実感した。

　「そんな中で産んでくれて、すごくうれしい」【榊真理子】＝つづく

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

　◇真実告知

　引き取った子どもに、生みの親がいることと「あなたは大事な私たちの家族」と伝えること。戦前は欧米でも秘密にするのが一般的だったが、近年は、親子の信頼関係や子どものアイデンティティーの形成のため、告知が主流になった。日本でも、多くの民間団体や児童相談所の研修で、告知を勧めている。

　文京学院大の森和子准教授（児童福祉）は「小学校入学前に伝える家が多いが、多くの親が告知することやその方法に不安を感じている。年齢で受け止め方が変わるため、成長に応じ何度も伝えることが大切だ」と話す。

http://mainichi.jp/life/edu/news/20120126ddm013100013000c.html
・３　乳児院で「お見合い」（1月27日）
　◇児童相談所が仲介　対象少なく、養子縁組は狭き門

　「お見合い」の日、もうすぐ３歳になる女児は保育士に抱かれ、目をパチパチさせていた。晴美さん（４７）＝仮名＝が長女となる女児と出会ったのは神奈川県内の乳児院。児童相談所（児相）から紹介された。毎日のように乳児院に通った。すぐ「お母さん」と呼んでくれた。仲良く滑り台をして、砂場でプリンの形を作って遊んだ。「近いうちに親子３人で暮らせるかな」と思えた。

　しかし１週間後に態度が一変。保育士から離れようとしない。友だちとばかり遊んで、晴美さんの方を見なくなった。今まで手伝ってあげた着替えも「一人でやる」と言わんばかり。「順調にはいかないな」と感じた。

　晴美さんは２９歳で結婚したが３年間子どもが授からず、不妊治療を始めた。顕微授精にもチャレンジしたが、子宮外妊娠に至った。病院のベッドで晴美さんは、妊娠ではなく子どもを育てたいのだと気づく。夫婦でそれぞれの父母から同意をもらい、養子を迎えるため児相に登録した。

　児相では、育ての親に子どもを託す前に乳児院に通ってもらい、子どもと触れ合う「交流」期間を設けている。親の愛情を知らない子は、ぐずったり突き放したりの「試し行動」をとることもある。

　そのころ、晴美さん夫婦の新しい家が完成した。引っ越しで忙しく、１週間ぶりに乳児院に向かった。「なついてないから大丈夫かな」。しかし、うれしい変化が起きていた。いつも通りに遊び晴美さんが帰ろうとすると、「一緒に帰りたい」と泣き出したのだ。「びっくりしたけれど、ほっとしました」

　交流を３カ月続け、女児を我が家に迎えた。約３年後、同じく児相から１歳１カ月の男児の紹介を受けた。まだ小さかったためか、突然現れた親への拒否感もなく、すんなりと家になじんだ。晴美さん夫婦は２人と特別養子縁組の手続きをし、家族は４人になった。

　長女（１５）は今、高校受験直前の中学３年生。「勉強はかどってる？」と聞くと「これからはかどらせる」とのんびりした様子だ。長男（１０）は一言一言が面白い「天然系」。歌手の浜田省吾さんの大ファンの晴美さんに、「お母さん、告（こく）っちゃえば？　結婚したい？」と、ませた表情で言う。

　思えば不妊治療中、病院で養子という選択肢が示されることはなかった。親族に養子を反対され、ためらう人も少なくない。「子育てをしたいと思ったとき、自然妊娠、不妊治療と並んで養子も自然に考えられる世の中になってほしい」。晴美さんは願う。

　　　◇　　◇　　◇

　初めて訪れた関東地方の乳児院には、子どもがたくさんいた。養子を迎えようとしていた幸子さん（３０代）＝仮名＝はしかし、職員の一言に衝撃を受けた。「この中に紹介できる子はいません」。籍の入らない里子でなく、籍が変わる養子縁組の対象になる子は少ないのだと実感した。

　しばらくして児相の職員の家庭訪問があった。ベランダやお風呂に立ち入り、危なくないか見ているようだった。夫婦の生い立ちや兄弟関係について２時間ほど、話をした。２カ月後、養子縁組里親の「認定通知」が届いた。

　「男の子と女の子がいますが、どうですか」。すぐに児相から連絡があった。育ての親候補の一人に選ばれたのだ。女児希望を伝え「もしかしたら」と期待した。しかし１カ月後、「縁がなかった」と連絡があった。次の子どもの打診もあったが、再び最終候補に残ることはできなかった。

　「候補にならないと子どもと会うことすらできない。それから交流をして、自宅に迎えるのはいつになるのか……」。幸子さんは遠い道のりを実感する。

　子を望む夫婦の男女別や年齢の希望を考慮しながら、自治体は、親子の年齢バランスや兄弟関係を考えつつ親候補を決めていく。子どもの数は少なく、チャンスはなかなか巡ってこない。１１年３月時点で養子縁組里親には全国で１８４０世帯が登録しているが、養子縁組前提で託された子はたった１７９人だ。

　子どもの紹介は、児相のみでなく民間団体も行っている。「焦るわけではないけれど、きょうだいを作るために１人目と早く出会いたい」。幸子さんは、民間団体という選択肢も考えながら、出会いを待とうとしている。

　　　◇　　◇　　◇

　埼玉県志木市の吉田奈穂子さんが里親になろうと思ったきっかけは、不妊治療中に見ていたネットのサイトだ。「近所にすてきな里親さんがいます。親子４人仲よさそうで、そういう選択もいいな」という書き込みにひかれた。とにかく子育てがしたかった。

　長女となる８カ月の女の子と会ったのは、乳児院の応接室。びっくりしたように泣いていた。しばらく里親として育て、４歳で特別養子縁組の申し立てをした。家庭裁判所からの許可の審判書は、薄い封書で届いた。開けた瞬間、ほっとして涙が止まらなくなった。

　「学校で遊ぶのは男の子ばっかり」。そう話す小学生の長女は、水泳やバスケットボールが好きな、活発な子に育った。

　悩んだ時、吉田さんは里親が集まるサロンに顔を出した。幼稚園でのトラブルを打ち明けると、実子でも同じようなことがあったと聞いた。「みんな苦労してるんだ」と知った。自分の子どものことだけ考えていると行き詰まるが、「児相や地域の人とつながり、みんなで養子を育てる気持ちが大切」と吉田さんは実感している。【榊真理子】＝次回は３０日掲載

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

　◇児童相談所による子どもの紹介

　養子縁組が必要な子の紹介を受ける場合、０８年の児童福祉法改正で位置づけられた「養子縁組里親」として自治体に登録しなければならない。年齢制限を設ける自治体もあり、可否を児童福祉審議会で審議する。里子の委託を受けた後は、家裁の審判確定まで里親として子どもを育てる。

　公費でまかなうため、児相の紹介でかかる費用は基本的に無料。民間団体は、全く求めないところから平均２００万円以上（０５年度こども未来財団調査）まで幅がある。厚生労働省は、研修や家庭訪問、実母の出産、子どもの養育に関わる費用などを、育ての親希望者から受け取れるという通知を出している。

http://mainichi.jp/life/edu/news/20120127ddm013100018000c.html
・４　生後５日、「わが子」に（1月30日）
　◇乳児紹介、民間では主流　「もく浴や授乳の経験、幸せ」

　ミルクを飲んだ量、うんちが出た時間、体重－－。生後５日の男児が家に来てから、記録を付け始めた。１週間で泣き声が力強くなった。２カ月で、名前を呼ぶとにっこり笑った。２カ月半で膝に抱っこしたら、急に首がしっかりした。

　茨城県の敦子さん（４６）＝仮名＝は昨夏、特別養子縁組が必要な子どもを紹介する「ＮＰＯベビーライフ」（東京都江東区）から男児を迎えた。「ほんとに成長が早い。気付いたら、長ズボンも短パンみたいに小さくなって」

　敦子さんは家業の町工場で労務を担当し、多忙だった。４０歳前で真剣に子どもを産みたいと考えたが、持病のため医者に妊娠を止められた。養子を紹介する団体を調べると、子との年齢差を考え親の年齢制限を設けるところが多く、焦った。ベビーライフの規定は母が４６歳未満（現在は夫婦とも５０歳未満）。「本当にありがたかった」

　約２０日後に、男児が生まれると連絡があった。慌ててオーガニックのベビー布団や哺乳瓶、布おむつをそろえた。生まれるまで何が起こるかわからない。「やっぱり育てたいと実母が言うかもしれない」。夫（４７）は期待しすぎないように自分を抑えた。

　昨年末、特別養子縁組の申し立てをした。敦子さんは「家裁の審判が確定するまでは不安。もし先天的な障害がわかっても一生守っていきたい」と話す。

　　◇　　◇　　◇

　長男（１）は、長女（５）の歌う「きらきら星」が大好き。最近は自分で替え歌を歌う。食卓に好物のバナナを並べると「バナバナバナナ♪」。あまりのかわいさに、母かおりさん（４５）＝同＝は、ほっぺにチューした。

　翻訳業務や銀行勤めを続け、仕事も自分磨きも大事だった。３８歳で不妊治療を始め、４回目の人工授精で長女を出産後、子育てが一番になった。「２人いたらどんなに素晴らしいだろう」。再び不妊治療を始めたが、授からない。英国人の夫（４２）から「養子縁組があるよ」と言われた。

　実子がいても登録できるベビーライフに申し込み、１カ月後に電話を受けた。「生まれて２週間の赤ちゃんがいる。緊急に育てる人が必要です」。直感的に「私の子どもだ」と思った。知らせを受ける前に凍結した受精卵を、おなかに戻す気持ちは消えた。

　住んでいる東京から九州に飛び、生後３週間の長男に会った。つぶらな瞳で、「玉のような赤ちゃん」とはこの子のことだと思った。長女を産んだとき「自分の分身という感じはなくて、すごいものが預けられた気がした」が、長男も同じだった。特別養子縁組の審判も無事確定した。「この２人と家族になる運命だったんだ」と感じている。

　ベビーライフのような民間団体は、生後間もない赤ちゃんを紹介することが多いが、公的機関の児童相談所は１歳以上が大半だ。全国児童相談所長会がまとめた児相への調査によると、０９年度に養子縁組を前提に里親委託された児童は１１３人で、１歳未満は２３人（２０％）だった。１歳以上３歳未満が４４％を占め、３歳以上の未就学児が２９％。０歳児の委託が進まないのは、多くの児相が、障害の有無や発達の度合いがわかるまで、様子をみているからだ。

　　◇　　◇　　◇

　水色のランドセルに制服姿の小学１年生、西畑時果（ときか）ちゃん（７）が帰宅すると、母宏子さん（４８）と妹の音果（おとか）ちゃん（４）が出迎えた。姉が学校から持ち帰ったプリントを、「これなに？」と音果ちゃんが見つめた。宏子さんの、にぎやかで楽しい午後が始まる。

　２人は愛知県の児童相談所を介して、福井県坂井市の西畑さん宅にやってきた。実母が育てられないことがはっきりしていたため、生まれる前から特別養子縁組を前提にしていた。公的機関としては珍しい「赤ちゃん縁組」で、乳児院を経ず病院から直接家庭にやってきたのだ。

　西畑さん夫妻には、地元の児童相談所を通じて迎えた長女飛果（あすか）さん（１５）と長男拓哉さん（１０）もいる。４人とも特別養子縁組しており、血はつながっていないが法的にも親子だ。

　宏子さんが多くの子を迎えたのには理由がある。

　小学校に入学する飛果さんが、制服姿を見せようと乳児院にあいさつに行ったときのこと。同じ時期に入所していた女児が、母親の虐待で亡くなっていたことを知った。帰りの車の中。「私にできることはなかったのか」。自分に問いかけ、号泣した。何人でも育てたいと思った。周囲からは「あなたの役目は２人をきちんと育てることよ」「３人なんて欲張り」と諭された。

　そんなとき、愛知県の児童相談所から「もうすぐ生まれそうな子がいる」と打診があった。夫智秀さん（５０）は年齢を考えためらったが、宏子さんは「産む方の、預けようという気持ちが変わらないのなら」と応じた。

　生後７日の赤ちゃんを引き取りに、一家で愛知県の病院に行った。「かわいい」。長男と長女が代わる代わる抱っこした。風呂の入れ方やミルクの与え方を一から教わった。初めて夫婦で名前をつけた。長女に合わせて「果」の字を使った。

　三女の音果ちゃんはミルクアレルギーがあり、夜泣きで眠れない日が続いた。しんどい日々もいい思い出だ。

　「首の据わらない赤ちゃんのもく浴や授乳の経験はなかったから、幸せだった」と宏子さんは振り返る。長女と長男に早く出会いたかった、という。「親がいない不安定さを、乳児院で経験させずにすんだと思うんです」【下桐実雅子、榊真理子】＝つづく

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

　◇愛知県の新生児委託

　出産した病院から直接、里親家庭に託すのが特徴。８２年、児童福祉司だった矢満田篤二氏が始めた。育て親は子の性別を問わない▽障害や病気の可能性を承知する▽出産後、実母が「育てたい」と望んだらあきらめる▽「血縁はないが大切な家族」と告知する－－などが条件だ。

　厚生労働省は昨年３月、自治体や児童相談所に通知した「里親委託ガイドライン」で、愛知県の取り組みを紹介し、特別養子縁組を前提に病院から直接託す方法を勧めている。前刈谷児童相談センター長の万屋（よろずや）育子・愛知教育大特任教授は「子どもはすぐに里親と出会い安心して生活できるし、里親も日常の世話で自然に親になれる。望まれない赤ちゃんと望んでもできない人を結びつけるのは児相ができる仕事」と話す。

http://mainichi.jp/life/edu/child/news/20120130ddm013100049000c.html
・５　手をつなぐ、巣立つ日まで（1月31日）
　◇戸籍に入らない里子　手当、研修…支援手厚く

　リビングにおでんの温かいにおいが広がる。菱山優美さん（３４）がお鍋の中を混ぜていると、折り紙で遊んでいた女児（４）が「お母さん、緑の紙ちょうだい」とかけ寄った。「ただいま」。仕事から帰った夫・佑輔さん（３５）の声が響いた。

　１０歳と６歳の男児も席に着き、家族５人のにぎやかな夕食が始まる。菱山さんは東京都の養育里親をしており３人はみな里子だ。夕食後、１０歳の男児が、ソファに寝そべって漫画を読んでいた。佑輔さんは「くすっと笑う表情がかわいい。どのページで笑ってるのかな」とほほえむ。

　２０代前半に結婚したが子どもに恵まれなかった。不妊治療に疲れ果てていたとき、病院帰りのバスで優美さんは里親募集の広告を見た。「あなたを必要としている子どもがいます」という言葉が響いた。「妊婦になる自分より、子どもと遊んでいる方が想像しやすかった。神様が導いてくれたと思いました」

　養子縁組を前提とした里親か、籍に入らない里子を育てる養育里親か－－。登録のとき、東京都ではどちらかを選ぶ。佑輔さんは初め、「菱山の名前も残るし、養子縁組の方がいいかな」と思った。しかし養子縁組は対象となる子どもが少なく、何年待つか分からない。優美さんは「いっぱい育てられる方がいい」。２人は養育家庭に登録した。

　男児（６）は乳児院で最初に会った１歳のころ、柵にごんごん頭をぶつけていた。気持ちが表現できず、おでこは青かった。でも「縁があるのだろう」と預かった。自宅に迎えた後も泣いてばかりだったが、いつの間にか能面のような表情が柔らかくなった。子どもは確実に成長している、と感じる。

　養育里親は里親同士のつながりがあり、研修会も多い。養子縁組里親は、子どもを実子とした後は支援が少なくなる。優美さんは「困ったとき相談できるので、養育里親でよかった」と話す。

　　　◇　　◇　　◇

　児童養護施設の玄関。その男の子は目を合わせるなり、椿晴夫さん（５９）の胸に飛び込んできた。「よその子を育てられるのだろうか……」という迷いは吹き飛んだ。

　八王子市に住む晴夫さんと恭子さん（５６）夫妻は８年前、この男児（１１）を、つづいて女児（９）を里子として迎えた。養子縁組里親も考えたが、都の年齢制限で子どもを迎えられない可能性を考え、養育里親を選んだ。女児は人なつこく明るいが、知らない場所にどんどん歩いていったり、落ち着きがないところがあった。

　恭子さんは小学校の特別支援学級まで毎日、片道１５分の坂道を送り迎えしている。お迎えのときは女児が駆け寄って手を握り、学校での出来事を話し続けてくれる。家に迎えて５年、穏やかになった。何かしてあげると必ず「ありがとう」という。男児と並んで、恭子さんが作った和菓子を食べる姿を見るとうれしい。２人に会うために、子どもができなかったのかと思う。

　しかし、里子はいつまでも里親の元にいるとは限らない。児童相談所はできる限り里子が家庭復帰できるよう支援しており、実親が子育て可能になった時、元の家庭に戻ることもある。

　椿さん宅の男児は、児相のプログラムの一環で、実母と交流がある。共に出かけ、ぬいぐるみを買って持たせてくれることもある。「やっぱりかわいいんだな」。恭子さんは複雑な気持ちになる。

　片道２時間かけて高齢者施設に通勤していた晴夫さんは、長く子どもと過ごすため転職し、近くの障害者施設で働いている。

　甘えん坊の男児は毎朝、出勤する晴夫さんに抱きついて見送ってくれる。晴夫さんはいう。「実親の元に戻るかもしれないと思うとつらい。でもそれが養育里親。一緒の間は満足できるようにしてあげたい」

　　　◇　　◇　　◇

　町田市の秋子さん（５５）＝仮名＝は、夫婦の間に生まれた長女（１８）と里子２人の家族５人で暮らす。休日はみんなでステーキの食べ放題へ。「お父さん食べ過ぎ」「これおいしい」。苦しくなるほど食べ「体に悪いね」と笑い合う。「里子の手を放さないでよかった。やっとトンネルの外の光が見えてきました」

　長女を３７歳で出産したが、２人目が授からない。「養育里親としてきょうだいを作ってあげたい」と、４歳年下の女児を迎えた。

　しかし、長女は小学校高学年で登校を渋り家にこもるようになった。慎重で優しく、明朗な里子の妹（１３）と対照的。妹に気を使い我慢が重なったのだろう、と秋子さんは思っている。仲良しだった妹のランドセルを投げ、「てめえなんて怖くない」と秋子さんにすごんだこともある。

　里子の妹を家族の中で育てていいのか迷った秋子さんは、児童相談所に相談。妹は、一枚の絵を描いた。両親が見守る中、妹が歌を歌っている。傍らに立った長女が花に水をあげているほのぼのとした構図だった。「里子は家族の一員になっている。家族で乗り越えてください」と言われた。

　長女が里子に「出ていって」と言い、相談機関で「里親をやめたら」と言われたこともある。しかし秋子さんは踏ん張った。「長女は優しい子。里子を手放したら自分のせいだと思い、一番傷つくのはあの子」

　流れは昨年変わった。アイドルグループのファンの友達ができ、コンサートに行き電話で盛り上がるうち、長女は外に出られるようになった。バイトも始めた。秋子さんは昨秋、気になっていたことを尋ねた。

　「里親をしてすごく迷惑をかけたけど、これからもやっていい？　返事するの難しいかな？」。長女は笑顔で答えた。「私、返事できる。やっていいよ。きょうだいが増えて、ずっと楽しかったから」【榊真理子】＝つづく

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

　◇養育里親

　児童相談所から、親の行方不明や養育拒否、病気などで親元で暮らせない子どもの委託を受け、１８歳まで育てる。里子はその後、里親家庭で暮らし続けたり、１人暮らしをしたり、実親のもとに戻ったりする。全国で２９９３人の里子が養育されている（１１年３月）。里親には月７万２０００円の里親手当、４万７６８０円（乳児は５万４９８０円）の生活費が支給される。

　実親が子育てできるようになったり、里親と里子の関係がうまくいかなくなったりすれば、施設や元の家庭に戻ることもある。

http://mainichi.jp/life/today/news/20120131ddm013100021000c.html
＊読売新聞

・親権一時停止　新制度の狙いは？（1月10日）
　児童虐待防止のため、親権制度が改正されたと聞きました。どう変わるのですか？

親の行動など改善促す

　親権とは、親が未成年の子どもに対して、身の回りの世話をしたり、教育を受けさせたり、子どもの財産を管理したりする権利と義務のことだ。

　虐待を受けた子どもが保護され、児童養護施設などで暮らすようになっても、親が親権を主張して進学に反対するなどして、子どもの生活を妨げることが少なくない。そこで、親権に関連する法律が改正され、今年４月から、親の親権を一時停止する新制度が始まることになった。

	



作図　デザイン課　大高尚子


　これまでも、親族や児童相談所長などの申し立てにより、家庭裁判所の審判で、親権を喪失させることができた。だが、親権を無期限に奪うため、親子関係が断絶する恐れがあり、実際には、ほとんど制度が活用されていなかった。

　新制度では、家裁の判断で最長で２年間、親権を停止することが可能になる。停止期間中に親の行動や家庭環境が改善されれば、親権を回復させることができる。十分な改善が見られない場合、再び親権を停止するか、親権を喪失させる。親権の停止、喪失の申し立ては、児童相談所長などのほか、子ども本人も行うことができる。

　親権の制限が柔軟に行えるようになるだけでなく、親権を取り戻す可能性が高まるため、親が改善の意欲を持つことも期待されている。

　親権停止、喪失で親権者がいなくなった子どもには、家裁が親権者の代わりの未成年後見人を選ぶ。未成年後見人は、現行では１人の個人と決められているが、新制度では、複数の人や法人も認められる。このため、児童養護施設を運営する法人などが後見人になることも可能になる。

　今回の改正では、親権を停止、喪失しない場合も、親が、施設や里親に対し、不当な干渉を行うことも禁じられた。

　児童相談所への虐待の相談は、増える一方だ。対策の切り札として、新制度への期待は大きいが、親権の制限で、親の反発が強まる恐れもある。親の教育や、親子関係を築き直すための支援も充実させることが重要だ。（飯田祐子）

http://www.yomiuri.co.jp/atmoney/trend/ansin/20120110-OYT8T00820.htm
・国際結婚破綻時の子供の扱い、日本でもルール（1月24日）
国際結婚が破綻した際の子供の扱いを定めた「ハーグ条約」に関して、法制審議会（法相の諮問機関）の部会は２３日、同条約の加盟に必要な国内法の要綱案を発表した。
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　日本人の親が日本に連れ帰った子供について、外国人の親が返還を求めた場合の返還手続きやルールなどを定めている。家庭裁判所が返還命令を出し、日本人の親が拒否すれば、最終的に裁判所の執行官が子の引き渡しを強制執行できるとしている。〈拒否の条件列挙３面〉

　法制審は２月上旬に要綱を法相に答申する。政府は３月中にも関連法案を通常国会に提出する方針だ。

　ハーグ条約は、国際結婚の破綻後にどちらかの親が１６歳未満の子供を一方的に国外に連れ去った時、加盟国同士であれば、子供を速やかに元の居住国に戻し、その国の裁判で親権などを決めることを定めている。

　同条約に加盟していないのは、主要国（Ｇ８）では日本だけ。野田首相は昨年１１月の日米首脳会談で、関連法案を次期通常国会に提出する方針をオバマ大統領に伝えていた。

http://www.yomiuri.co.jp/politics/news/20120123-OYT1T00966.htm 
・江戸川子どもおんぶず（1月24日）
【CHIニュース】子どもへの暴力防止に関する報告書
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CHI Child Helpline International が、第5回年次報告書「子どもへの暴力防止に関する報告書」を発表しました。これに合わせ、子どもへの暴力に関する国連特別代表であるマルタ・サントス・パイス氏ともに声明を出しました。子どもへの暴力に関する、世界規模のデータが公開されました。




CHI；Child Helpline International ニュース
CHIは、第5回年次報告書「子どもへの暴力防止に関する報告書」をパリにて、子どもへの暴力に関する国連特別代表であるマルタ・サントス・パイス氏と、CHIメンバーであるフランスのチャイルドヘルプライン「119 / Allô Enfance en Danger」とともに刊行した。

◆搾取と暴力
第5回年次報告書「子どもへの暴力防止に関する報告書」（CHI VACレポート）は、2010年の一年間に、世界中のチャイルドヘルプラインに寄せられた1380万件の電話を分析した結果をまとめたもの。半数の子どもたちが支援を求め、1/5の子どもたちが搾取や暴力に関する相談を訴えた。

◆被害児
チャイルドヘルプラインに寄せられた暴力に関する電話のうち、10件に4件が身体的な暴力に関する相談であり、1/4がいじめ、1/5が性的虐待、ネグレクトと心理的虐待はともに9％であった。被害児の男女別の内訳は、暴力に関する電話全体の62％は女子であり、性的虐待に関しては3/4が女子である。

◆加害者
チャイルドヘルプラインに寄せられた暴力に関する電話を、加害者の男女別の内訳で見ると、60％が男性であった。心理的虐待を除くすべての形態の搾取において、男性または男子であった。さらに被害児と加害者の関係を見ると、男子が被害児の場合、加害の2/3が男性であった。被害児に女子も含めると、加害者が男性の割合は10件に6件の割合であることが示された。

また、子どもへの虐待は、報告されたケースの半数に家族の誰かが関与していた。搾取の内容に応じて、さまざまな加害者の姿が見られた。教師による加害は、搾取に関する大きな割合を占めていた。その他、顕著に見られた加害者として、義理の親や里親、または友だちが挙がった。

◆場所
世界中で見られた傾向として、あらゆる子どもの搾取が、家、学校、地域または道路において発生していた。これらは、搾取が起きる共通の場所であった。各国の経済的発展に関わらず、すべての地域で当てはまった。

http://ekombuds.cocolog-nifty.com/blog/2012/01/post.html#more
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